
節税レポ－ト

　平成　19年　9月号
発行日　2007.9.3

今月のテ－マ　減価償却（改正）

1. 同じ金額の支出でも、経理処理の方法により損金になったり、

　　ならなかったりで,税額に影響します。

2.　書類一枚提出しているかどうかで、認められる処理方法が

　　異なり税額に差が出ます。

3.　種々の角度から検討することにより、節税が可能になります。

1　本年の税制改正で、減価償却費が大きく変りました。備忘価

額　１円まで減価償却できるようになりました。これまでは、

原則　取得価額の95％まででした。

平成１９年４月1日以後取得した減価償却資産から適用さ

れます。

2　平成１９年3月31日以前に取得した減価償却資産

従来通りの減価償却を行って、95％まで償却したら、そこ

から5年間、1/5づつ償却します。

償却限度額　＝　残存簿価（取得価額の5％）　÷　5

ただし、5年目は備忘価額1円を残すので、1円を控除した

金額になります。
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3　定額法

　償却限度額

従来 （取得価額-残存価額）　ｘ　定額法償却率

改正後 取得価額　ｘ　定額法償却率

　　設例　1

法定耐用年数　5年、取得価額　100万円、期首から事業

供用した場合

償却限度額

年度 　　改正前 　　改正後

1 　　18万円 　　20万円

2 　　18万円 　　20万円

3 　　18万円 　　20万円

4 　　18万円 　　20万円

5 　　18万円 　　199,999円

6 　　　5万円 -

合計 　　95万円 　　999,999円

残存簿価　5万円 備忘価額　1円

4 定率法

定率法の償却率は定額法の償却率の250％の率を使用

する。これまでの償却率とは異なる。

　償却限度額

（取得価額-償却累計額）　ｘ　定率法償却率

　　設例　1と同じ

法定耐用年数　5年、取得価額　100万円、期首から事業

供用した場合を定率法でやって見ましょう。
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償却限度額

年度 　　改正前 　　改正後

1 　　50万円

2 　　25万円

3 　　12.5万円

4 　　6.25万円

5 　　6.2499円

6 -

7 -

合計 　　999,999円

残存簿価　5万円 備忘価額　1円

改正後は、5年目に償却額が償却保証額を下回った

ので、定率法から定額法に切り替えて償却します。

（定率法で減価償却を行っても、法定耐用年数経過

時には取得価額の100％まで償却は進みません。）

償却保証額--新しく出来た考え方です。

償却保証額　＝　取得価額　ｘ　耐用年数ごとの償却保証率

5　償却資産税との関係

償却資産税の評価方法は従来どおりです。したがいまして、

法人税と償却資産税とで、減価償却資産は二重の管理とな

る。

6　背景

主要先進国では、取得価額の100％まで償却可能となって

おり、償却可能限度額（取得価額の95％）の存在は企業の

国際競争力をそぐため。
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